
フロンティア介護スクール主催 
令和８年度第１回 介護職員等による喀痰吸引等研修 

第１号・第２号研修・｢不特定多数の者対象｣ 受講者募集要項 
 
 フロンティア介護スクールでは、平成２４年４月１日改正｢社会福祉士及び介護福祉士法｣により、

特別養護老人ホームその他において、必要なケアを安全に提供するため、適切にたん吸引等を行うこ

とのできる介護職員等を養成することを目的とした研修事業を以下の要項で開催します。 
受講希望の方は、以下の要領及び注意事項をよくお読みの上、所定の期間内にお申込みください。 

 
記 

１．主催・研修実施機関 
   株式会社 フロンティア フロンティア介護スクール 
   〒461-0001 愛知県名古屋市東区泉一丁目 19 番 8 号 フロンティアビル 

 

２．研修課程 
   第１・２号研修（不特定多数の者対象） 

                         
３．研修日程 
   別紙（研修日程表） 
 
４．研修会場 
  ・基本研修（講義・演習） 
    フロンティア介護スクール 
    名古屋市東区泉一丁目 19 番 8 号 フロンティアビル２階 

  ・実地研修（実習） 

   住宅型有料老人ホーム｢ハイリタイヤー金城｣他  

   ※実地研修の指導体制の要件が整っていれば就業先等での実地研修も可とする 

 
５．受講定員 
   ４０名（第１号研修・第２号研修合わせて） 
     
６．受講料（税込） 
   ① 1 号研修（基本研修＋当スクールにて実地研修以下 5 行為）…215,000 円 
    ＜喀痰吸引＞口腔内・鼻腔内・気管カニューレ内部、＜経管栄養＞胃ろう腸ろう・経鼻 
   ② 2 号研修（基本研修＋当スクールにて実地研修以下 3 行為）…165,000 円 
    ＜喀痰吸引＞口腔内・鼻腔内・気管カニューレ内部、＜経管栄養＞胃ろう腸ろう・経鼻 

③ 2 号研修（基本研修＋当スクールにて実地研修以下より選択） 
…90,000円＋1行為につき 25,000円 

    ＜喀痰吸引＞口腔内・鼻腔内・気管カニューレ内部、＜経管栄養＞胃ろう腸ろう・経鼻 
 



   ④ 2 号研修（基本研修＋自職場にて実地研修以下より選択）…100,000 円（※行為数問わず） 
    ＜喀痰吸引＞口腔内・鼻腔内・気管カニューレ内部、＜経管栄養＞胃ろう腸ろう・経鼻 
   ⑤ 2 号研修（当スクールにて実地研修以下より選択）…1 科目につき 25,000 円 
    ＜喀痰吸引＞口腔内・鼻腔内・気管カニューレ内部、＜経管栄養＞胃ろう腸ろう・経鼻 
   ⑥ 2 号研修（自職場にて実地研修以下より選択）…15,000 円（※行為数問わず） 
    ＜喀痰吸引＞口腔内・鼻腔内・気管カニューレ内部、＜経管栄養＞胃ろう腸ろう・経鼻 
 
  ７．受講資格 

（１） 特別養護老人ホーム、介護老人保健施設、グループホーム、有料老人ホーム、障害者(児)
施設等（医療施設を除く）、居宅サービス事業等に従事している介護職員等 

（２） 所定のすべてのカリキュラムを受講できる方 
（３） たんの吸引等を必要とする利用者がいる等、業務上本研修が必要な方 

 
８．申し込み方法 
   ① 次の書類に必要事項を記入の上、募集期間内にＦＡＸまたは郵送してください。 

ア．喀痰吸引等研修受講申込書・調書 
イ．修了証の写し（※受講科目の一部免除を希望の場合） 
ウ．実地研修に係る確認書（※就業先等で実地研修を希望する場合） 
 ※就業先等で実地研修を希望する場合、後日実習委託契約を締結します。また指導看護師

の免許証(写し)や履歴書(写し)、その他関連書類の提出が必要となります。 
② 申し込み書類を確認の上、受講決定者には受講 10日前までに｢受講決定通知｣（可の方には

受講料振込のご案内を含む）を送付します。 
受講決定通知到着後、指定期日までに受講料をお振込みください。 

 
９．募集期間 
   令和８年５月１１日～令和８年５月２９日（１７時までに必着） 
   
申込書送付先・お問い合わせ先 
   〒461-0001 名古屋市東区泉一丁目 19 番 8号 フロンティアビル 3階 スクール事業部 

   TEL：052-961-9955 FAX：052-950-6447 担当：的野 営業時間：平日 9 時～18 時 
注 意 事 項 
（１） 申し込み多数となった場合は申込書類を確認し、利用者の状況を勘案して選考するものとする。 

（２） 受講決定については、受講決定通知書を郵送する。 

（３） 受講の可否通知は順次申込者全員に郵送・メール等でご連絡します。 

（４） 受講者都合によるキャンセル・辞退については返金いたしません。 

（５） 本研修修了者には主催者より｢喀痰吸引証明書｣をお渡ししますが、実際にたんの吸引行為を行うためには、修

了証明書受領後、各自愛知県に｢認定特定行為業務従事者認定証｣の交付を申請する必要があります。また、そ

の場合事業者も別途、都道府県に｢登録特定行為事業者｣としての登録申請が必要ですのでご承知おきください。 
 

以上 


